
議案第２０号  

 

 

議決事項の一部変更について（委託協定） 

 

令和５年３月30日令和５年第１回霧島市議会定例会で議決された議決第31号日豊本線

隼人駅周辺整備事業に伴う東西自由通路整備工事の委託協定について、下記のとおりその

一部を変更したいので、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第１項第５号及び霧島

市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（平成17年霧島市条例

第68号）第２条の規定により、議会の議決を求める。 

 

令和８年２月１６日提出       

霧島市長 中 重  真 一       

 

 

 

 

 

記 

 

第３項中「1,770,861,000円」を「1,738,968,213円」に変更する。 

           

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由） 

日豊本線隼人駅周辺整備事業に伴う東西自由通路整備工事の委託協定について、工事の

精算により、当該協定の金額を減額する変更委託協定を締結するため、議会の議決事項の

一部に変更が生じたことから、議会の議決を求めるものである。 




